
1,000～

300～999

100～299

50～99 　

10～49

1～9

　　　　　　　　　　　　　　事業場業種別・規模別安全衛生管理組織

　（注）　下線の業種及びその他の業種のうち農水畜産業、医療業については第２種衛生管理者免許を有する者を
　　　　　衛生管理者として選任することはできません。（則第7条第1項第３号）
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製造業（物の加工業を含む。）、 

電気業、ガス業、熱供給業、水 

道業、通信業、各種商品卸売 

業、家具・建具・じゅう器等卸 

売業、各種商品小売業、家具・ 
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